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○新谷委員長 次に、山井和則君。 

○山井委員 三十分間、質問をさせていただきます。前半二十分間は、今の大西議員などの続きの紅こうじサプ

リ、機能性表示食品の問題、そして最後十分ぐらい、悪質ホストクラブの被害、海外売春の問題などを質問させて

いただきたいと思います。 

 言うまでもなく、機能性表示食品の問題は消費者庁さんと厚労省さんにまたがっておるわけですけれども、こ

こは、申し訳ありませんが、厚労委員会ですので、メインの質問は武見大臣になると思いますので、答えられる範

囲で、是非前向きに答えていただければと思います。 

 まず、昨日、武見大臣、お忙しい中、時間を取って、私たちの申入れ、簡単に言いますと、今国会中に少なくと

も、この機能性表示食品の被害の報告義務、今回二か月遅れたわけですけれども、それを速やかにする、そういう

法律的な義務づけ、法改正を今国会でやってほしいと。もちろんなかなか大変な話だというのは私たちも分かっ

ておりますけれども、人の命と健康、安全性に関わる話ですし、私も今朝、ある女性の方から、私、毎日、機能性

表示食品のサプリメントをたくさん飲んでいるんだけれども、山井さん、これは飲んでいいんですか、飲んで悪

いんですか、どうしたらいいんですか、飲むのをやめているんですけれども、どうなんですかといって聞かれま

して、全国の方々で機能性表示食品のサプリメントを飲んでいる方が、これは安全なのかどうなのか、はっきり

してよという思いはあると思うんです。 

 私も機能性表示食品のものを飲んだりしていることはありますし、それで救われる方もおられると思いますが、

やはり今回、私たちが、少なくとも報告義務を速やかにかけるべきだというふうに思いますし、例えば、今日の配

付資料でも入れさせていただきましたが、昨日の読売新聞の社説ですね、十四ページ。迅速な報告義務を義務づ

けよ、どの段階で報告しなければならないか曖昧だ、法的な義務づけもない、判断を企業任せにせず、ルールを法

的に義務づけるべきだということですから、これは、五月末に改善案を作りました、実施するのは秋です、年末で

すでは済まなくて、私たちも大西さんを座長としてこの見直しのＰＴを立ち上げておりますので、議員立法の案

を私たちも提出して、超党派でできれば成立させるか、また、政府、厚労省、消費者庁と協力して何らかの法改正

につなげていきたいというふうに思っております。 

 そこでなんですが、この機能性表示食品の問題が割と重要かつ重たい話なのは、アベノミクスの成長戦略の目

玉なんですね、ここの配付資料にもありますように、一ページ目。健康食品の機能性表示を解禁すると、二〇一三

年六月五日、安倍総理が宣言された。さらに、私は、非常に、ちょっとひっかかっておりますのは、このラストの

言い分なんですね、ここ。目指すのは、世界並みではありません、むしろ、世界最先端です、世界一企業が活躍し

やすい国の実現、それが安倍内閣の方針ですと。 

 私も、日本の経済活性化、企業がもっと活躍しやすい社会にせねばならないという部分に関しては、安倍総理

の思いに共感するところはあります。しかし、ちょっと安全性の担保が緩過ぎたんじゃないか。 

 具体的に申し上げますが、これも配付資料の次のページに入れておりますが、これは法律改正は伴わずやって

いるんですね。これについては井坂議員が先日もう国会で確認をされましたけれども、法改正じゃなくて制度改

正でやったわけです。そして、そのときに、この規制改革会議の検討結果では、ここに書いてあるように、ダイエ

タリーサプリメント制度を参考にしたということがもう当時から言われているわけですね、配付資料の二ページ。 

 それで、じゃ、アメリカのダイエタリーサプリメント法、制度を参考にしたんですねということで、じゃ、同じ

ものをつくったのかなということで私も調べてみましたら、また次の配付資料を見ていただきたいんですけれど

も、配付資料の七ページにありますように、これは前回も言いましたのではしょりますけれども、一九九四年に

ダイエタリーサプリメント法ができて、そのときは報告義務はなかったんですよ。それが、残念ながら、今日の配

付資料にもありますように、この四ページ、百五名の死亡者が残念ながら健康被害で出て、これはやはり速やか

に報告させないと駄目だということで、二〇〇六年に法律で報告義務を書き込んだんですよね。 

 私の大きな疑念は、そういう反省を基にした、ダイエタリーサプリメント法が報告義務を、百五人の方が死亡

された結果、入れたのに、なぜそれを参考にした日本の制度で報告義務が法的に入らなかったのかということな



んです。 

 そこで、かつ、これも井坂議員に教えてもらったんですけれども、配付資料の十ページと十一ページ。そもそ

も、世界の流れで、このような健康食品、健康補助食品を届出制にしている国というのは、ここにありますよう

に、配付資料の十一ページですね、アメリカのダイエタリーサプリメント制度と機能性表示食品、この二つなの

ではないかというふうに思うんです。 

 これについては、九ページにも、当時の消費者庁の検討会、こう言われているんですね。許認可の主体につきま

しては、ＥＣ、ＥＦＳＡなどが示しておりますけれども、全て公的機関が管理しているというものでありまして、

アメリカのダイエタリーサプリメント制度のように事業者責任でできるというものではありませんと。ヨーロッ

パは国が関与しているんですね。ところが、世界でアメリカ、日本だけが届出。 

 武見大臣にお伺いしたいんですけれども、確認なんですけれども、届出でこういう健康補助食品をやっている

というのは、結局、私たちが把握している範囲ではアメリカのダイエタリーサプリメント制度と日本の機能性表

示食品の二つぐらいしかないんじゃないかと思いますが、確認ですが、武見大臣、いかがですか。 

○武見国務大臣 機能性表示食品の安全確認のルールについて、国際比較に関わる調査は十分まだしておりませ

んので、実際に即答することは大変難しゅうございますが、ただ、委員の御指摘のとおり、ルールとしては比較的

緩いルールで今日まで来ていたのだろうというふうにも思います。 

○山井委員 消費者庁さん、端的にお答えください。それだけでいいです、ちょっと時間がないので。 

 世界の先進国で届出制でこういう健康補助食品制度をやっているのは、日本の機能性表示食品とアメリカ以外

にありますか。あるかないか、端的に答えてください。 

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 

 世界全体の制度について網羅的に調査したわけではございませんけれども、企業の責任において機能性評価の

情報を届出をすることによっていわゆるヘルスクレームを行うという制度で、実際に運用を行っているのは米国

と我が国ということでございます。 

○山井委員 このことについては先日も井坂議員がもう確認をされていて、これは、ちょっと繰り返し言います

けれども、アメリカと日本しかなくて、おまけにアメリカの方が厳しいんですよ、法的報告義務が入っていて。 

 さらに、もう一つ、これも大西議員がおっしゃっていることですけれども、ＧＭＰ、適正製造基準について、そ

ういうしっかりと製造工程の責任を持つということの義務化、これも配付資料の十二ページにありますが、ここ

にありますように、アメリカは義務になっているんですよ。日本は任意なんですよ。この点においても、アメリカ

のダイエタリーサプリメント法よりも日本の方が緩いんですね。 

 武見大臣、先ほど少し御答弁いただきましたけれども、これはちょっと言いづらいけれども、制度を全否定す

るわけじゃないけれども、まさに厚生労働大臣、厚生労働省、食品衛生法を管轄する、食品衛生、安全性の面から

いくと、健康補助食品、サプリメントに関して、やはりこの機能性表示食品制度というのは、厚労大臣に聞くんで

すから、安全性、食品衛生、食品の安全性の見地からいうと、最も世界でも緩い制度に結果的にはなっているんじ

ゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○武見国務大臣 現行法の中でも、今般の紅こうじを原料とする製品を含む食品について、もし健康被害あるい

はそれを疑われるような事案が発生した場合には、食品衛生法第五十一条に基づいて、健康被害が発生した場合、

事業者は自治体へ報告に努めることとされております。この場合に、まだ罰則はございません。それからまた、厚

生労働省としては、錠剤やカプセル錠等の健康食品について、ガイドラインにおいて、民間のＧＭＰ認証を受け

ることを推奨しております。 

 その上で、今回の事案の発生を受けて、三月二十九日の関係閣僚会議における官房長官の厚生労働省に対する

御指示を踏まえまして、当面の対処としては、国立医薬品食品衛生研究所と連携をして、とにかくこの原因究明、

それから因果関係の究明、これを徹底的にした上で、新たなルール化の在り方について考えていきたいと思いま

す。 

○山井委員 つまり、武見大臣おっしゃったように、食品衛生法も、義務じゃなくて努力義務にすぎない。さらに

ＧＭＰも、強く推奨するだけで義務じゃない。アメリカより劣っている。 



 これは私も、偉そうに質問していますけれども、一週間前ぐらいまで知りませんでした。だから、私も、当時、

機能性表示食品が導入されたときにこういうことを言ったらよかったんだけれども、本当、おわびをしますが、

私も世界の国際比較も知りませんでしたし、やはり私自身も反省しながら、でも、今こういう、残念ながら五名の

方がお亡くなりになったので、質問と要望をさせてもらっているんですよね。 

 やはり、こういうことが問題になった以上、今国会中に変えていかねばと思うんですけれども、大西座長の下、

今、私たちも議員立法を提出を目指して検討していますけれども、幾つかの選択肢があります。食品表示法でや

るのか、食品衛生法でやるのか、幾つかの選択肢は検討中ですけれども、あえて、私が今考えている一案、私が今

考えている選択肢の中の一つを申し上げたいと思うんですけれども、武見大臣、やはり、食品衛生法改正で、厚生

労働省が乗り出すべきだと思うんです。もっと具体的に言いますと、食品衛生法の中に機能性表示食品というも

のを位置づけて、少なくとも報告の法的義務を課す、最低限この法改正はやる必要があると思うんです。 

 こういうことを言う理由は、一つは、これは食品の安全性の話ですから、食品表示法において食品の安全性の

担保の議論を入れるというのは、できなくはないけれども、ちょっと筋が違うんじゃないかというのが一つ。 

 それと、正直言いまして、今回も五名の方が亡くなられて、百数十人が入院して、厚生労働省が乗り出して、大

変な御努力を今してくださっているんですよね。やはり、これを機に、私は、機能性表示食品に関して、消費者庁

さんもすばらしい取組はしてくださっていますけれども、やはり安全性が弱かったということは否定できないの

で、厚労省がやはりかんでいく、関与していく、口出しをしていくということは、安全性ですから、繰り返し言い

ますが、消費者庁さんは表示制度ですから、そういう意味でも、厚労省がかんでいく、口出しをしていくというこ

とでも、筋としては食品衛生法改正がふさわしいんじゃないか。このことについては、別に我が党一党でやる気

はありませんから、与野党協力して、こういうことも私は取り組んでいきたいと思うんです。 

 今の、ちょっと一つの提案ですけれども、食品衛生法改正で、少なくともそこで機能性表示食品に関しては法

的義務を入れる、こういうふうなことを、消費者庁と協力しながら、厚労省も出張っていってやるべきじゃない

かと思いますが、武見大臣、いかがですか。 

○武見国務大臣 厚生労働省としては、食品衛生法が、食品の安全性確保のために必要な規制等を講ずることに

より、飲食に起因する衛生上の危害の発生を未然に防ぎ、国民の健康を保護することを目的とした法体系であり

ます。これを基本にして、今回の事案に関しましても、関係省庁と連携して原因をしっかりと究明した上で、やは

り、エビデンスに基づいて、再発防止のために、この食品衛生法体系においていかなる施策が必要か、しっかりと

検討していきたいと思います。 

○山井委員 今、エビデンスに基づいてという話がありましたが、先ほども柚木議員が質問されましたけれども、

私も、これもびっくりしました。柚木さんの資料の十三ページだけれども、揺らぐ機能性表示食品への信頼、薄い

科学的根拠で論文採択率九割。私も大学院で、バイオ、生物科学、酵母菌の研究をして、それも修士論文に作っ

て、仲間とともに査読つきの論文を作っていましたよ。そういう立場からすると、ここに書いてあるような、言っ

ちゃ悪いけれども、信頼性の低い論文に基づいて機能性表示食品が行われている。 

 繰り返し言いますけれども、消費者庁さんも頑張ってくださっています。私は敬意を表します。しかし、武見大

臣、今、今回の見直しで一番問われているのは、機能性表示食品の弱点であった安全性のところにかんでいくの

は、これは厚生労働省の仕事じゃないんですか。安全性というのは、消費者庁、担当じゃないでしょう。医薬品食

品研究所も今回、紅こうじサプリのことを調査してくださっていますけれども、研究機関を持っているのもまさ

に厚労省じゃないですか、はっきり言いまして。繰り返し言いますが、私、別に消費者庁を責めているんじゃな

い。でも、消費者庁は食品表示なんですよ。安全性のことをやれといっても、やはりそれはちょっと無理があるん

ですよ。 

 そういう意味では、今回の見直しにおいて、食品衛生法にするなり、私たちの党も、食品衛生法にするのか食品

表示法にするのか決めているわけじゃありませんよ。でも、やはり一つ言いたいのは、これを機に、厚労省がこの

機能性表示食品というものに関して安全性の面から関与していく、これをしないと、言っちゃなんですけれども、

消費者庁だけの枠で安全性を確保します、確保しますと言っても、今、医師の中島議員がおっしゃったように、無

理なんですよ、それはそもそも。いかがですか、武見大臣。 



○武見国務大臣 私ども、あくまでも、食品衛生法に基づいて、食品全般に関わる安全管理に関して国民の健康

を守る立場にあります。 

 機能性表示食品の制度というのは消費者庁の所轄であるために、その在り方について私の方からとやかく言え

るような立場では実はありませんけれども、しかし、食品として、その安全性を今後どのように確保していくか

ということについては、これは関係各省庁と連携して、その原因をしっかりと究明した上で、先ほど何度も申し

上げておりますけれども、報告の仕方も含めて、ガバナンスの在り方についてもきちんと精査をして、そしてル

ールの在り方というものを考える必要がある、こう思って、改めて、その原因をしっかりと解明していった上で、

そのルールというものについての御議論をさせていただきたいと思います。 

○山井委員 この場は厚労委員会で、お医者さんや看護師の方もたくさんおられますし、恐らく、今の私の意見、

党派を超えて、この厚労委員会の方々は、超党派で多くの方が賛同されるんじゃないかと思うんです。 

 それで、それに関連して、今日の配付資料四ページ、これも武見大臣にあえて確認したいんですけれども、つま

り、機能性表示食品というのは、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではないということです

よね、これはもちろん書いてある。ところが、今朝も、ある女性の方から言われたけれども、いや、国が責任を持

っているんでしょう、機能性表示食品を売っている以上は、お墨つきを与えると言われましたけれども。 

 結局、武見大臣、機能性と安全性については、機能性表示食品というのは国は責任は持っていないんですよね、

確認ですが。 

○武見国務大臣 これは消費者庁の所轄の食品ということになります。食品全般に対する所轄は、食品衛生法を

通じて、厚労省という立場でこれを所轄する、こういう立場にございます。 

○山井委員 だから、これは本当に、ほとんどのサプリメントを飲んでいる国民の皆さんは、機能性表示食品が、

安全性と機能性、有効性について国は責任を持っていないということは知らないと思うんですよね。やはりこう

いうこともきっちりと正直に言っていく必要があると思います。 

 それでは、後半、悪質ホストクラブの被害の問題について質問させていただきたいと思います。 

 このことに関しては、去年から、武見大臣については大変前向きな答弁をいただきまして、それで、精力的に窓

口をつくって取り組んでいただいております。 

 そして、先日も、ブローカーですね、三年間で三百人、海外売春をあっせんしたと。これは職業安定法違反です

から、逮捕の容疑は。そういう意味では、厚生労働省さんも協力していただいて、この配付資料の十六ページ、

左、三年間で三百人、海外売春をさせて、その多くの方々がホストからの借金返済などを迫られていたというこ

とで、容疑は職安法違反、風俗や売春をあっせんしたという、厚生労働省の協力によって逮捕されたんです。その

ことについては、本当に私は武見大臣にも感謝をしております。 

 しかし、その右のページにもありますように、英語は通じず、時には暴力も、海外売春経験の女性、命の危険を

感じた。なぜ、そこまでして行ったのかというと、結局、歌舞伎町、ホストクラブに通い、多額の借金を抱えた、

するとホストは、海外売春のエージェントを名のる男性を紹介してきた、こういうことなんですね。さらに、その

下、配付資料にありますように、お姫様扱いしてくれた、女子高生が売掛金のために売春、そして、十八歳になっ

たら結婚しよう、将来結婚しようということで、結局、高校生は六百万円もホストのために金をつぎ込まされた

ということなんですね。 

 それで、私も日頃から、青少年を守る父母の会、青母連の玄さんや田中さん、また、被害者の支援活動に取り組

んでおられるぱっぷすの皆さんからもお話をお聞きしておりますし、今日も、被害者の支援をされている方々、

傍聴にもお越しをいただいております。 

 私も昨日、念のため、今日質問するので、歌舞伎町、晩、行ってみましたけれども、残念ながら、何人かの女性

の方の話を聞いたけれども、実際、売掛金、自主規制になっているけれども、売り掛け、まだやっているという話

を残念ながら聞きましたし、やはり大久保公園周辺で、いわゆる性を売らざるを得ない女性の方々、立ちんぼと

いう言葉を私は使いません。これは強いられているわけですから、ホストやそういう人たちの借金に追われて。

そういう人たちが、昨日も、私が少し見ただけで十数人、晩、立っておられました。残念ながら、武見大臣を先頭

に、また警察庁さんも頑張っていただいているけれども、なかなか減っていないんですね。 



 それでは、武見大臣、やはり今まで以上に、こういう悪質ホスト対策、特に売春、風俗へのあっせんは職安法違

反で逮捕案件ですから、力を入れて取り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。 

○武見国務大臣 悪質なホストクラブで背負った借金の返済のために女性が売春などをするような問題というの

は、法に基づき、これはもう適切にしっかりと対応がなされるべきであって、この厚労委員会で委員の御指摘を

受けて、改めて、こんなやつらがいたのかということが、私も実は本当に、ある意味で責任を感じました。 

 したがいまして、既に警察において様々な法律に基づく検挙、取締り、指導などが行われておりますけれども、

厚生労働省としても、御指摘のような恋愛感情を利用した手法を用いることも含め、性風俗や売春の仕事を紹介

することは職業安定法違反に当たることをＱアンドＡの形で整理をし、厚生労働省のホームページやＳＮＳ、自

治体主催の会合等の場等において周知をしておるところでございます。 

 職業安定法に違反した違法なあっせんにより女性が有害業務に就く被害に遭わないように、引き続き、警察と

連携をして適切に対応してまいりたいと思います。 

○山井委員 これは、残念ながら全国に被害は広がっております。青母連の方々の話を聞いても、被害相談もど

んどん増えていると。 

 実際、今日の配付資料にもありますように、これは、私も読むのもはばかられるけれども、初回無料にしている

んですよ、お客さんが今減っているから、国会で取り上げられて。初回無料、飲み放題とか、例えば初回無料で三

杯無料とかで、無料にしているんですね。 

 それで、初回、行ったら、これは報道されていますよ、十八ページ。二人で会いたい、ゆっくりまた、長くいら

れる時間の方が俺的にはベストとホストが言ってくると。朝ドラに出ている、清楚キャラでしょう、次の日休み

とかで朝まで一緒にいられる日、ホテルじゃないよ、お互い余り知らんやん、だから一緒に長くいられる時間の

方が俺的にはベスト。それで、女子高生に関しては、俺が一生いる、十八歳になったら、ホストを辞めるから結婚

しようと言われた。結局、それに対して、逮捕されたこのホストは、ナンパを装い声をかけた、彼女のような気分

にさせ、店に足を運ばせたと。 

 これ、悪質ですよね。よく、だまされる女性が悪いという意見があるんですけれども、そうじゃないんですよ。

巧妙かつ組織的に、女子高生に六百万円ですよ。これは非常識を超えていて、私はやはり、これはもう犯罪です

よ、明らかに。これは海外売春で、この業者だけで三百人ですから。千人を超える人が海外売春に行って、このま

まいくと、殺人事件、誘拐事件、行方不明が必ず出ますよ。日本人の女性が海外に行ったら、今、海外の入管が止

めているんですよ、売春婦ですかといって。世界の恥です。 

 こういう海外売春も多くのきっかけが悪質ホストの借金ですから、この海外売春についても強く、女性をじゃ

なくて、そういうブローカーたちを取り締まっていくということを答弁いただけませんか。 

○武見国務大臣 こうした事案は本当にあってはならないことでありますから、厚生労働省としても、警察とし

っかりと連携をして、その取締りを図っていきたいというふうに思います。 

○山井委員 こちらの配付資料のラスト、おとついの晩、見ていたら、十九ページ、ニュース 23 という番組で、

高校生が六百万円払わされたということに関してアンケート調査をやったら、やはり、取締り強化は一七％で、

法改正をというのが六一％なんです。最後やはり女性の方々を守れるのは法律なんですね。 

 武見大臣も東京選挙区であられるわけですよね。私も、正直に言いますけれども、十数回行かせていただきま

した。歌舞伎町に行って、多くの被害者の方々の話、またホストの人や、またホストクラブの経営者の話も聞きま

した。でも、別に、言いづらいけれども、良質なホストクラブはちょっとあえておいておきます。やはり、こうい

う法外な売掛金なり前払いをさせるようなところに関しては、これは法規制をもっと厳しくする意義があると思

うんです。 

 そこで、武見大臣にお願いなんですけれども、是非一度、これはもう本当に深刻過ぎる問題ですから、そういう

被害者の方々に会って話を聞いていただきたい。そして、東京が御地元の選挙区であるわけですから、一度、晩、

やはり職業安定法の担当大臣として一度この現実を、ちょっと歌舞伎町に視察に行っていただけませんか。 

 世界の観光客が、歌舞伎町に来て、日本の若い女の子というのはこういうふうに数多く売春をやっているんだ

なと、観光名所になっているんですよ、観光名所に。無法地帯ですよ、一歩間違うと。被害者の話を聞いていただ



きたい。あるいは、歌舞伎町に一回足を運んでいただきたい。いかがでしょうか。 

○武見国務大臣 この案件に関しては私も本当に心を痛めておりますので、もし被害者の方のお話を直接伺える

ということであれば、しっかり伺う機会をつくらせていただきたいと思います。 

○山井委員 今、相談窓口もつくっていただいて、厚労省が窓口で、多くの御相談にも乗っていただいているん

ですね。これはもう当然、党派関係ない問題だと思いますし、繰り返し言いますけれども、今回この悪徳ブローカ

ーが捕まったのは職安法違反ですからね。厚生労働省のお力もあって捕まえていただいたんですから、すごく武

見大臣には私は期待しておりますので、是非一度、現地に行っていただけるのか、いただけないのか、ちょっとそ

れはさておきまして、とにかく被害者の方の声を聞いていただければと思いますし、最後になりますけれども、

先ほど言ったように、やはりこれは今の法律の力では限界があるんじゃないかということで、法改正も私たちは

今検討しているんです。 

 これについて、一般的な見解で結構ですけれども、やはりここまで、数千人規模の女性の方々があっせんをさ

れている状況で、法改正も検討すべきだと私たちは議員の立場で思っておりますが、それについてコメントを最

後にお願いします。 

○武見国務大臣 現在の職業安定法に基づいても、現行の対応のようなことは確実にできておりますので、まず

は現行法の中で、運用を通じて徹底的に、どこまでこういう課題について取り締まれるか、突き詰めてみたいと

思います。 

○山井委員 時間が来ました。終わります。ありがとうございました。 


